
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

口

座

振

替

の

方

法

に

よ

り

支

出

す

る

こ

と

が

で

内

部

事

務

課

き

る

金

融

機

関

の

指

定

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

○

特

定

計

量

器

定

期

検

査

工

業

技

術

セ

ン

タ

ー

○

漁

業

災

害

補

償

法

の

規

定

に

よ

る

同

意

の

成

立

水

産

課

【

公

告

】

○

県

営

土

地

改

良

事

業

の

工

事

完

了

耕

地

課

○

農

地

を

利

用

す

る

権

利

の

設

定

に

関

す

る

裁

定

農

村

振

興

課

岡

山

県

公

報

令和４年７月１９日 第１２４１４号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号 

 

昭
和
五
十
五
年
岡
山
県
告
示
第
千
三
号
（
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
融

機
関
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
七
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

二
中
「
指
定
金
融
機
関
と
」
を
「
指
定
金
融
機
関
又
は
指
定
代
理
金
融
機
関
と
全
国
銀
行
内
国
為
替

制
度
に
よ
る
」
に
、
「
信
託
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
」
を
「
信
金
中
央
金
庫
」
に
、
「
及
び
信
用
農
業
協

同
組
合
連
合
会
」
を
「
、
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
農
業
協
同
組

合
、
全
国
信
用
組
合
連
合
会
、
信
用
組
合
、
労
働
金
庫
連
合
会
及
び
労
働
金
庫
」
に
改
め
る
。 

 

三
か
ら
五
ま
で
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
に
係
る
定

期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

な
お
、
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
は
、
ひ
ょ
う
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
非
自
動
は
か
り
（
計

量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く

、
分
銅
及
び
お
も
り
と
す
る
。

。
）令

和
四
年
七
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
場
所
及
び
期
日

区

域

場

所

期

日

津

山

市

津
山
市
勝
北
文
化
セ
ン
タ
ー

令
和
四
年

一
〇:

三
〇
～

九
月
一
日

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

津
山
市
阿
波
出
張
所

〃

二
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

津
山
市
加
茂
町
公
民
館

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

津
山
市
久
米
支
所

〃

五
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

津
山
浄
化
セ
ン
タ
ー

〃

六
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

晴
れ
の
国
岡
山
農
業
協
同
組
合
津
山

〃

七
日

一
〇:
三
〇
～

東
支
店

一
二:
〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

津
山
市
河
辺
公
民
館

〃

八
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

晴
れ
の
国
岡
山
農
業
協
同
組
合
津
山

〃

九
日

一
〇:

三
〇
～

西
支
店

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

津
山
市
役
所
本
庁
舎
東
側
車
庫

〃

十
二
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

十
三
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

十
四
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

十
五
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇
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〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

十
六
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

二
十
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

二
十
一
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

二

実
施
機
関

岡
山
県
指
定
定
期
検
査
機
関

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
計
量
協
会
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同

意
は
、
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

令
和
四
年
七
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

区
域

寄
島
町
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

二

区
分

主
と
し
て
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
を
営
む
漁
業
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〔
三
五
六
〕
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
七
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

 
地 
区 

名 
 

 
 

 
 

 
 

工 
 

 

種 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

完
了
年
月
日 

藤
田
錦 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

か
ん
が
い
排
水 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
四 

・ 

三
・
三
一 
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〔
三
五
七
〕
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
を
利
用
す
る
権
利
を

設
定
す
る
裁
定
を
し
た
。

令
和
四
年
七
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

農
地
の
所
在
等

所
在
及
び
地
番

地
目

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
野
二
一
五
一
番
二

田

一
、
六
九
七

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
野
二
一
五
四
番
一

田

一
、
六
五
七

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
竹
部
一
九
〇
九
番
一

田

七
五
六

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
竹
部
一
九
〇
九
番
二

田

六
六
八

二

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
内
容
等

借
賃
に
相
当
す
る

内

容

始

期

存
続
期
間

補
償
金
の
額

田
と
し
て
利
用

令
和
四
年
八
月
一
日

権
利
の
始
期
か
ら
令

四
七
、
七
八
〇
円

和
十
四
年
七
月
三
十

一
日
ま
で

三

農
地
を
利
用
す
る
権
利
が
設
定
さ
れ
た
農
地
中
間
管
理
機
構
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
県
農
地
中
間
管
理
機
構
（
公
益
財
団
法
人
岡
山
県
農
林
漁
業
担
い
手
育
成
財
団
）

理
事
長

京

博
司

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号

四

農
地
の
所
有
者
等
の
情
報

名
義
人
は
死
亡
し
て
お
り
、
そ
の
所
有
者
が
確
知
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

五

補
償
金
の
支
払
の
方
法

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期
ま
で
に
岡
山
地
方
法
務
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
。
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